
香芝市下水道事業経営戦略

奈良県香芝市

令和７年２月





令和 7 年 2 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,640 円 2,721 円

2,640 円 2,721 円

2,640 円 2,728 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

水質使用料
　生物化学的酸素要求量：12円/m3～138円/m3
　浮遊物質量：17円/m3～175円/m3
・水質使用料：特定排水のうち一定の水質基準を上回るものに対する使用料
水質に応じ従量制料金を採用している。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

70.7 (人/ha)

市単独の処理場は持たず、奈良県が管理する大和川上流・宇陀川流域下水道における2箇所に接続して終末処理を行ってい
る。

有

処 理 区 数 流域関連公共下水道事業（2処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

事業開始時より処理場を持たず全て流域下水道に接続している。
平成29年度に香芝市公共下水道事業計画における区域拡大の変更を行い、流域関連公共下水道として事業を実施している。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和４年度 令和４年度

令和５年度 令和５年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

一般排水（一般家庭等）： 132円/m3（消費税10％を含む）
従量制料金を採用している。資産維持費は加算していない。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般排水（公衆浴場）：77円/m3（消費税10％を含む）
中間排水：　187円/m3（消費税10％を含む）
　・中間排水：工場やその他の事業場からの汚水排水量が1カ月300m3を超え、750m3以下の部分
特定排水：242円/m3（消費税10％を含む）
　・特定排水：工場やその他の事業場からの汚水排水量が1カ月750m3を超える部分
累進従量制料金を採用している。資産維持費は加算していない。

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

平成30年4月1日より
法適化(全部適用)
ただし、令和7年4月1日より一部適用予定

香芝市下水道事業経営戦略

昭和58年度（36年経過）

奈良県香芝市

香芝市下水道事業（公共下水道事業）

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別添資料「経営比較分析表」を参照

職 員 数 下水道事業の職員数は11名である。

 下水道課
上下水道部
　　　　　　　　  業務課
 ※平成30年度4月1日より下水道事業に公営企業法を全部適用しており、その際に水道事業と組織統合を
行った。
ただし、令和7年4月1日より水道事業広域統合により分離し、下水道事業は市長部局と統合予定

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口予想及び、過去の人口増加実績をもとに将来人口を推計し、
各年度の新規投資による普及拡大の影響を考慮し算定している。
計画期間中の市内人口は減少を見込みつつ、普及拡大により普及人口の増加を見込んでいる。

有収水量の予測

処理区域内人口及び水洗化率から水洗化人口を予測し、一人あたりの使用水量見込を乗じて推計している。
人口減少による有収水量の減少と普及及び接続に伴う有収水量の増加を見込んでいる。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

官民連携活用に向けてウォーターPPPについて検討を行う。

 イ　指定管理者制度

該当なし

民 間 活 用 の 状 況
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

安全で快適な下水道サービスを、持続的・安定的に提供する
・整備を促進し公共下水道処理人口の増加を目指す。
・啓発活動を行い、水洗化率の向上を目指す。
・今後予想される施設の老朽化に対応すべく、計画的かつ効率的な下水道施設の維持管理を行う。

使用料収入の見通し

有収水量の見込に対し、料金改定をふまえて使用料単価見込を乗じ算定している。
人口減少と普及拡大の差し引きにより普及人口の微増を見込むことから、有収水量が増加し、使用料収入の増加を見込んでいる。

施設の見通し

処理施設は有していない。
管渠については現在管渠の維持と普及拡大のため新規投資を見込んでいる。

組織の見通し

現在水道事業との組織・事務統合を行っているが、令和7年4月より水道事業が広域化により組織分離することによって事務の増加が見込
まれるが、公営企業法の適用状況を一部に変更することにより市長部局と組織を統合し事務の効率化を図る。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　　・管渠の建設・更新に関する事項：
　　　　普及拡大については、物価上昇を考慮しつつ、国の下水道事業における10年概成の方針により、補助金の交付が引き続き見込まれる期間中に重点的な整
備を行うことを見込んでいる。
　　　　改築更新については、ストックマネジメント計画に基づく点検を進め、法定耐用年数ではなく、長寿命化による施設の延命や実情に応じた改築更新を行うこ
とを見込んでいる。
　　・流域下水道建設負担金に関する事項：
　　　　建設負担金については、平均値で見込み、物価上昇を考慮している。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　　・使用料収入の見通しに関する事項
　　　　今後の水洗化人口増加に伴う有収水量の増加及び人口減少による減を見込んでいる。
　　　　経費回収率の向上を図り料金水準の改定を見込んでいる。
　　・企業債に関する事項
　　　　建設改良及び流域下水道建設負担による企業債の発行額は、事業計画を基に計上している。
　　　　また、資本費平準化債の発行額は、資金収支バランスを考慮して赤字が発生しない水準の発行を見込んでいる。
　　・補助金に関する事項
　　　　建設改良に係る補助金については、普及拡大について補助が継続されると見込まれる間は実績と同水準で見込んでいる。

　・職員給与費に関する事項
　　　水道事業広域化による事務分割による増員を見込んでいる。
　・修繕費に関する事項
　　　令和5年度の決算額を基に、物価上昇及び普及拡大を考慮した必要所要額を見込んでいる。
　・委託費に関する事項
　　　令和5年度の決算額を基に、物価上昇及び普及拡大の影響を考慮して委託料等の増加を見込んでいる。
　・負担金に関する事項
　　流域下水道維持管理負担金は普及拡大の影響を考慮し増加を見込んでいる。
　　不明水対策を進め管路及び処理場への負荷を軽減し維持管理費の低減を図っている。
　　一般会計等との事務統合を進め負担金等の削減を図っている。

国土交通省が推奨している新技術（クイックプロジェクト）の積極的な採用や資機材単価の特別調査を実施
することで事業費の抑制を図る。
未普及地域の整備に向けて新規投資を行う。
令和16年度末普及率84％（令和5年度末 77.9％）

目 標

国の補助金に関する動向に注視し、国庫補助金を最大限活用する。
きめ細やかな啓発活動に取り組み、水洗化率の向上を図り、有収水量を増加させることで使用料収入の確
保を行う。
料金水準の見直しを行い、経費回収率の向上を図る。
令和16年度末経費回収率90％（令和5年度84.3％)

目 標
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

基本料金や資産維持費などの料金体系等に係る検討については見込んでいない。使用料の見直しに関する事項

ウォーターPPPに係る経費、効果は見込んでいない。

事業の実施は国庫補助金の動向に左右されるため、国が公表している未普及対策、地
震対策、ストックマネジメント計画の各通信簿において高得点を獲得することや事業を
繰越なく完了させることにより、安定的な国庫補助金の確保に努め事業費の平準化を
図る。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略の計画期間は令和7年度から令和16年度の10年間であるが、「経営戦略策定ガイドライン」（総務省）で
は、その推進にあたり毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３年から５年に一度見直し（ローリング）を行う
必要があるとされている。
経費回収率向上に向けたロードマップの推進のため、毎年度目標指標の達成状況を把握することで進捗管理を行
う。
また、少なくとも５年に一度、下水道使用料改定の必要性について検討するなどして下水道事業の持続可能性の
確認を行う。また、「計画（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」を導入し、目標の達成状況等の確
認や、改善策及び使用料改定の水準にかかる検証を行い、その内容について住民及び利用者、議会へ公表する。

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

修繕費に関する事項 定期的な点検・調査による異常の早期発見と修繕に努め、経費削減に努める。

委託費に関する事項 委託可能な業務を整理・検討し、経費の削減・業務の効率化に努める。

その他の取組

薬品費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

ウォーターPPPや包括的民間委託等を行ううえでの効率化、費用対効果等を十分に精
査しながら、導入について検討していく。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
国庫補助金に係る制度変更やアクションプランの延長に係る動向については見込んで
いない。
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経費回収率向上に向けたロードマップ 

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和２年７月

21 日付け国水下企第 34号)に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。 

経費回収率向上に向け、下水道使用料の検証を行った結果、市が今後も国庫補助を受け続けるた

めには下水道使用料の改定が必要になることが見込まれた。 

今後、令和 11 年度までの料金改定を目途に検討を行っていく予定である。 

また、毎年度、計画数値と決算を比較することでどの程度乖離が生じているかを把握し、重要指

標による評価を行いて経営の適切性について検証を行う。 

（１）経営戦略の目標 

本市の下水道事業が将来にわたり持続的・安定的な汚水処理サービスを提供し続けていくべ

く、財政状況を健全に保ちながら、計画的な投資を進めるために、計画期間中の経営目標を以下

のとおり設定する。 

指標等 
令和５年度 

 （実績） 

令和 11 年度 

（目標） 

令和 16 年度 

（目標） 

投資に関する目標設定 

普及率（％） 77.90％ 81％ 84％ 

今後も引き続き計画的な下水道整備を進めることにより、下水道普及率の向上（処理区域内

人口の増加）による下水道使用料収入の増加を図る。 

財政に関する目標設定 

経常収支比率（％） 109.03％ 100%以上 100%以上 

経費回収率（％） 84.36％ 85％以上 90％以上 

経常収支比率を引き続き 100％以上を維持する。また、下水道普及率の向上による下水道使

用料収入の増加のほか、経費削減の取組み、下水道使用料の改定等によって、経費回収率の改

善を図る。 

（２）経営戦略の事後検証 

経営戦略の計画期間は令和 7 年度から令和 16 年度の 10 年間であるが、「経営戦略策定ガイド

ライン」（総務省）では、その推進にあたり毎年度、進捗管理（モニタリング）を行うととも

に、３年から５年に一度見直し（ローリング）を行う必要があるとされている。 

（３）経費回収率向上に向けたロードマップの推進と点検、進捗管理の方法 

経費回収率向上に向けたロードマップの推進のため、毎年度、目標指標の達成状況を把握する

ことで進捗管理を行う。 

また、少なくとも５年に一度、下水道使用料改定の必要性について検討するなどして下水道事

業の持続可能性の確認を行う。また、「計画（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し

（Action）」を導入し、目標の達成状況等の確認や、改善策及び使用料改定の水準にかかる検証

を行い、その内容について住民及び利用者、議会へ公表する。 
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算
）

決
算
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１
．

(A
)

7
2
2
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3
6

7
0
7
,8

1
2

7
0
9
,6

1
2

7
1
0
,9
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7

7
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5
,4

8
7

7
4
1
,9

0
8

8
0
5
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6
4

8
1
4
,6

2
7

8
2
5
,1

9
0

8
3
1
,3

3
0

8
3
9
,6

5
4

9
0
0
,8

4
0

(1
)

6
6
2
,7

7
9

6
4
8
,7

6
9

6
4
8
,9

7
1

6
4
8
,9

7
1

6
6
3
,7

1
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6
6
9
,0

4
1

7
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0
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9
4

7
3
8
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7
4
7
,1

7
6

7
5
1
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5
6

7
5
8
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5
4

8
1
8
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7
4

(2
)

(B
)

(3
)

5
9
,4

5
7

5
9
,0

4
3

6
0
,6

4
1

6
1
,9

8
6

7
1
,7

7
7

7
2
,8

6
7

7
4
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7
0
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6
,2

3
7

7
8
,0

1
4

7
9
,4

7
4

8
1
,1

0
0

8
2
,7

6
6

２
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7
7
5
,7

5
3

7
8
4
,4

8
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8
0
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8
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8
1
9
,5
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1

7
1
1
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7

7
1
3
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2
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9
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2
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3
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3
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3
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(2
)

4
9
6
,0
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5
0
8
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1
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5
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4
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5
1
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6
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4
3
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4
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4
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2
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5

4
1
4
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3

4
0
7
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2
8

3
7
7
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7
2

3
8
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7
3

(3
)

7
7

2
6

2
2

1
9

1
8

1
7

1
7

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

(C
)

1
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9
7
,9

8
9

1
,4

9
2
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9
7

1
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1
4
,9

9
2

1
,5
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0
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8

1
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6
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4

1
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5
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1
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4
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1
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2
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3
1

1
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1
5
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6
5

1
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1
5
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9
5

1
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9
4
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5

1
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6
0
,0
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3

１
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1
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5
8
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1
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8
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1
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5
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1
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3
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8
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0
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)

(A
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(B
)

(L
)

(M
)

7
2
2
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3
6

7
0
7
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1
2

7
0
9
,6

1
2

7
1
0
,9

5
7

7
3
5
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8
7

7
4
1
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0
8

8
0
5
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6
4

8
1
4
,6

2
7

8
2
5
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9
0

8
3
1
,3

3
0

8
3
9
,6

5
4

9
0
0
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4
0

(N
)

(O
)

(P
)

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

本
年

度

営
業

収
益

R
8

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模
健

全
化

法
第

2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額
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,5

4
9
,5

6
7

1
,3

9
5
,9

4
1

1
,1

5
7
,7

3
3

1
,1

6
9
,0

7
5

1
,1

6
3
,3

3
6

1
,1

5
7
,6

3
6

1
,1

4
5
,7

6
7

1
,1

2
0
,6

1
9

1
,1

0
0
,7

0
5

1
,0

6
8
,8

8
1

1
,0

3
7
,1

7
2

1
,0

2
1
,4

0
5

(B
)

2
3
,0

9
3

(C
)

1
,5

2
6
,4

7
4

1
,3

9
5
,9

4
1

1
,1

5
7
,7

3
3

1
,1

6
9
,0

7
5

1
,1

6
3
,3

3
6

1
,1

5
7
,6

3
6

1
,1

4
5
,7

6
7

1
,1

2
0
,6

1
9

1
,1

0
0
,7

0
5

1
,0

6
8
,8

8
1

1
,0

3
7
,1

7
2

1
,0

2
1
,4

0
5

１
．

7
9
3
,6

4
3

1
,0

3
1
,8

0
0

7
8
9
,1

1
6

8
0
0
,8

7
2

8
2
2
,2

0
0

8
3
4
,0

0
0

8
4
5
,9

7
6

8
5
8
,1

3
1

8
7
0
,4

6
7

8
8
2
,9

8
8

8
9
5
,6

9
4

9
0
8
,5

9
1

２
．

7
6
5
,6

1
9

7
6
7
,6

3
2

7
7
9
,1

0
0

7
8
2
,2

3
4

7
8
2
,1

8
3

7
7
7
,7

2
8

7
6
7
,8

1
0

7
4
8
,0

6
6

7
3
2
,0

4
2

7
0
2
,0

8
2

6
7
1
,7

2
6

6
5
0
,9

7
7

３
．

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

４
．

５
．

1
,1

7
5

1
0
0

1
0
2

1
0
3

1
0
5

1
0
6

1
0
8

1
0
9

1
1
1

1
1
3

1
1
4

1
1
6

(D
)

1
,9

6
0
,4

3
7

1
,7

9
9
,5

3
2

1
,5

6
8
,3

1
8

1
,5

8
3
,2

0
9

1
,6

0
4
,4

8
8

1
,6

1
1
,8

3
4

1
,6

1
3
,8

9
4

1
,6

0
6
,3

0
6

1
,6

0
2
,6

2
0

1
,9

8
5
,1

8
3

1
,5

6
7
,5

3
4

1
,5

5
9
,6

8
4

(E
)

4
3
3
,9

6
3

4
0
3
,5

9
1

4
1
0
,5

8
5

4
1
4
,1

3
4

4
4
1
,1

5
2

4
5
4
,1

9
8

4
6
8
,1

2
7

4
8
5
,6

8
7

5
0
1
,9

1
5

9
1
6
,3

0
2

5
3
0
,3

6
2

5
3
8
,2

7
9

１
．

3
8
5
,2

1
8

3
2
5
,9

1
0

3
6
5
,7

1
8

3
7
8
,6

8
3

4
0
4
,0

3
8

4
1
1
,7

9
1

4
1
5
,9

8
2

4
3
2
,5

3
3

4
4
7
,7

3
6

8
6
1
,0

8
4

4
7
4
,0

8
8

4
8
0
,9

3
4

２
．

３
．

1
3
,4

0
0

2
3
,0

9
3

４
．

3
5
,3

4
5

5
4
,5

8
8

4
4
,8

6
7

3
5
,4

5
1

3
7
,1

1
4

4
2
,4

0
7

5
2
,1

4
5

5
3
,1

5
4

5
4
,1

7
9

5
5
,2

1
8

5
6
,2

7
4

5
7
,3

4
5

(F
)

4
3
3
,9

6
3

4
0
3
,5

9
1

4
1
0
,5

8
5

4
1
4
,1

3
4

4
4
1
,1

5
2

4
5
4
,1

9
8

4
6
8
,1

2
7

4
8
5
,6

8
7

5
0
1
,9

1
5

9
1
6
,3

0
2

5
3
0
,3

6
2

5
3
8
,2

7
9

(G
)

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

(H
)

1
2
,6

1
8
,3

3
8

1
2
,7

5
3
,8

0
6

1
2
,7

8
6
,9

3
9

1
2
,7

0
8
,0

7
2

1
2
,6

2
1
,8

2
0

1
2
,5

9
1
,2

8
7

1
2
,6

6
5
,4

0
5

1
2
,7

4
0
,8

7
1

1
2
,8

2
0
,1

4
0

1
2
,9

0
5
,3

2
4

1
2
,9

9
5
,9

9
8

1
3
,0

9
1
,7

3
8

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込
3
2
7
,2

6
2

3
2
1
,2

4
1

3
2
2
,7

5
5

3
2
6
,3

2
3

3
3
4
,2

7
8

3
3
5
,6

6
6

3
3
7
,5

4
9

3
3
9
,8

9
1

3
4
2
,2

5
1

3
4
4
,3

9
6

3
4
6
,8

3
4

3
4
9
,3

8
1

9
4
,4

9
9

9
3
,9

3
6

9
5
,4

5
0

9
9
,0

1
8

1
8
2
,5

9
7

1
8
8
,8

7
0

1
9
7
,9

9
1

2
1
0
,8

2
9

2
2
2
,1

0
2

2
3
3
,1

6
5

2
4
4
,5

8
3

2
5
6
,4

7
1

2
3
2
,7

6
3

2
2
7
,3

0
5

2
2
7
,3

0
5

2
2
7
,3

0
5

1
5
1
,6

8
1

1
4
6
,7

9
6

1
3
9
,5

5
8

1
2
9
,0

6
2

1
2
0
,1

4
9

1
1
1
,2

3
1

1
0
2
,2

5
1

9
2
,9

1
0

1
0
5
,9

8
0

1
0
7
,2

8
2

1
0
7
,8

3
3

1
0
7
,4

2
0

1
0
5
,8

8
3

9
9
,1

3
7

9
4
,2

7
5

8
7
,5

2
3

7
9
,8

3
0

7
2
,0

5
1

6
5
,2

0
8

6
5
,1

2
4

1
0
5
,9

8
0

1
0
7
,2

8
2

1
0
7
,8

3
3

1
0
7
,4

2
0

1
0
5
,8

8
3

9
9
,1

3
7

9
4
,2

7
5

8
7
,5

2
3

7
9
,8

3
0

7
2
,0

5
1

6
5
,2

0
8

6
5
,1

2
4

4
3
3
,2

4
2

4
2
8
,5

2
3

4
3
0
,5

8
8

4
3
3
,7

4
3

4
4
0
,1

6
1

4
3
4
,8

0
3

4
3
1
,8

2
4

4
2
7
,4

1
4

4
2
2
,0

8
1

4
1
6
,4

4
7

4
1
2
,0

4
2

4
1
4
,5

0
5

R
1
6

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

本
年

度
R

8
R

9
R

1
0

R
1
1

R
1
2

計

そ
の

他

R
1
3

R
1
4

R
1
5

他
会

計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
1
5

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

R
1
6

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
8

本
年

度
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供用開始年月日 昭 和 58 年

処理区域内人口 61,031人

計算期間 自R7年4月至R11年３月

（　４年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

662,779 657,674 657,674

0

588,211 615,450 615,450 0

1,250,990 1,273,124 615,450 657,674

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

4,722 4,975 4,975

0

0

17,715 18,665 5,369 13,296

13,121 6,825 6,825

35,558 30,465 5,369 25,096

給 料 21,967 27,954

諸 手 当 13,551 14,179

福 利 費 6,581 6,886

301,205 299,540 17,698 281,842

37,833 39,862 39,862

4,240 4,495 4,495

385,377 392,916 28,238 364,678

111,917 114,621

841,053 884,674

0 0

952,970 999,295 581,843 417,453

1,373,905 1,422,676 615,450 807,226

807,226

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.81

＜使用料水準についての説明＞

17,414

417,453

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係る
もの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下
水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の
実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

一
 

般
 

管
 

理
 

費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

投資・財政計画計上額（Ａ）欄及び公費負担分（Ｂ）欄は、計算期間（令和7～10年度）における平均値を記載している。
繰入基準に基づく繰入金及び長期前受金を公費負担分（Ｂ）欄に記載している。

上記算定の結果は、対象経費に対する料金収入の割合が約81％となり、料金収入が不足している状況である。
上記算定の結果、現状の使用料水準では計算期間における対象経費を賄えていないことから、ロードマップに記載の使用料改定の検
討や支出削減の取組みを行うことで、経費回収率の改善を図る。

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

そ の 他

581,843

人
件
費

10,540

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

- 10 -



①
「

有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
」

は
、

有
形

固
定

資
産

の
う

ち
償

却
対

象
資

産
の

減
価

償
却

が
ど

の
程

度
進

ん
で

い
る

か
を

表
す

指
標

で
あ

る
。

類
似

団
体

平
均

と
比

べ
低

値
と

な
っ

て
い

る
。

法
適

用
時

に
資

産
を

再
評

価
し

再
取

得
し

た
影

響
に

よ
る

も
の

で
今

後
も

上
昇

が
見

込
ま

れ
る

。
③

「
管

渠
改

善
率

」
は

、
当

該
年

度
に

改
築

し
た

管
渠

延
長

の
割

合
を

表
し

た
指

標
で

あ
る

。
管

路
の

定
期

調
査

に
お

い
て

、
改

築
対

象
と

な
っ

た
管

渠
を

順
に

改
築

し
て

お
り

、
令

和
4
年

度
に

つ
い

て
は

増
加

し
て

い
る

。
今

後
も

定
期

調
査

の
結

果
次

第
で

は
、

改
築

の
対

象
と

な
る

管
渠

が
増

加
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

本
市

の
公

共
下

水
道

普
及

率
は

、
令

和
4
年

度
に

お
い

て
7
7
.
7
％

で
あ

る
た

め
、

引
き

続
き

整
備

を
行

う
必

要
が

あ
り

、
新

設
施

設
の

整
備

と
今

後
に

お
い

て
増

加
す

る
老

朽
化

施
設

の
改

築
の

バ
ラ

ン
ス

を
踏

ま
え

、
適

宜
経

営
計

画
や

投
資

計
画

の
見

直
し

を
行

っ
て

健
全

な
事

業
経

営
を

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

経
営

の
健

全
性

お
い

て
、

類
似

団
体

と
比

較
し

て
本

市
は

経
費

回
収

率
が

低
く

、
ま

た
、

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

に
つ

い
て

は
、

平
均

値
よ

り
も

高
く

な
っ

て
お

り
、

今
後

、
料

金
改

定
等

に
つ

い
て

も
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。
ま

た
、

本
市

は
普

及
途

上
で

あ
り

、
新

規
の

下
水

道
整

備
を

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
り

、
引

き
続

き
経

営
改

善
に

努
め

る
と

と
も

に
、

今
後

増
加

す
る

老
朽

化
施

設
へ

の
対

策
事

業
量

、
事

業
費

等
を

踏
ま

え
た

効
率

的
・

効
果

的
な

事
業

経
営

を
行

っ
て

い
く

よ
う

に
努

め
る

。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

6
1
,
1
2
4

8
.
5
3

7
,
1
6
5
.
7
7

【
】

令
和

4
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

平
成

3
0
年

度
よ

り
地

方
公

営
企

業
法

を
適

用
し

て
い

る
。

類
似

団
体

区
分

が
令

和
3
年

度
よ

り
B
c
2
か

ら
B
c
1
へ

変
更

に
な

っ
て

い
る

。
(
要

件
の

う
ち

供
用

開
始

3
0
年

以
上

に
変

更
)

①
「

経
常

収
支

比
率

」
は

、
使

用
料

や
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
等

の
収

益
で

維
持

管
理

費
を

ど
の

程
度

賄
え

て
い

る
か

を
示

す
指

標
で

あ
る

。
現

状
で

は
1
0
0
％

以
上

と
な

っ
て

お
り

、
収

支
が

黒
字

の
状

況
で

あ
る

。
③

「
流

動
比

率
」

は
、

流
動

負
債

に
対

す
る

流
動

資
産

の
割

合
を

示
す

指
標

で
あ

る
。

1
0
0
％

未
満

で
あ

る
が

、
流

動
負

債
に

は
1
年

以
内

に
償

還
予

定
の

企
業

債
を

含
み

、
収

入
を

も
っ

て
措

置
す

る
た

め
資

金
不

足
は

発
生

し
な

い
。

④
「

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

」
は

、
料

金
収

入
に

対
す

る
企

業
債

残
高

の
規

模
を

表
す

指
標

で
あ

る
。

普
及

促
進

に
伴

う
起

債
発

行
が

今
後

も
見

込
ま

れ
て

お
り

、
今

後
は

料
金

改
定

等
に

つ
い

て
も

検
討

が
必

要
で

あ
る

。
⑤

「
経

費
回

収
率

」
は

、
使

用
料

で
回

収
す

べ
き

経
費

を
ど

の
程

度
使

用
料

で
賄

え
て

い
る

か
を

表
し

た
指

標
で

あ
る

。
現

状
で

は
1
0
0
％

未
満

で
、

汚
水

処
理

に
係

る
費

用
が

使
用

料
以

外
の

収
入

に
よ

り
賄

わ
れ

て
い

る
状

況
で

あ
り

、
経

営
改

善
に

向
け

た
取

組
を

よ
り

一
層

行
っ

て
い

く
。

⑥
「

汚
水

処
理

原
価

」
は

、
有

収
水

量
１

㎥
あ

た
り

の
汚

水
処

理
に

要
し

た
費

用
で

あ
る

。
汚

水
資

本
費

・
汚

水
維

持
管

理
費

の
両

方
を

含
め

た
汚

水
処

理
に

係
る

コ
ス

ト
を

表
し

た
指

標
で

あ
り

、
令

和
4
年

度
に

つ
い

て
は

減
少

し
て

い
る

。
引

き
続

き
原

価
低

減
に

努
め

、
経

費
回

収
率

の
向

上
を

図
る

。
⑧

「
水

洗
化

率
」

は
、

現
在

処
理

区
域

内
人

口
の

う
ち

、
下

水
道

を
使

用
し

て
い

る
人

口
の

割
合

を
表

し
た

指
標

で
あ

る
。

本
市

は
普

及
途

上
で

あ
り

下
水

道
管

の
新

規
築

造
に

よ
り

供
用

地
域

が
増

加
し

母
数

が
増

加
す

る
た

め
、

水
洗

化
率

自
体

は
伸

び
に

く
い

が
接

続
者

数
は

増
加

し
て

い
る

。
新

規
供

用
地

域
を

中
心

に
接

続
率

向
上

に
努

め
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
4
9
.
3
8

7
7
.
7
0

8
7
.
7
6

2
,
6
4
0

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

7
8
,
7
8
2

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)

2
4
.
2
6

3
,
2
4
7
.
4
0

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水
道
事
業

公
共
下
水
道

B
c
1

非
設

置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

4
年

度
決

算
）

奈
良

県
　

香
芝

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

0.
40

0.
45

H3
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
0.

31
0.

21
0.
1
1

0
.0
9

0.
42

平
均

値
0.

04
0.

05
0.
0
9

0
.2
4

0.
14

10
2
.0
0

10
3
.0
0

10
4
.0
0

10
5
.0
0

10
6
.0
0

10
7
.0
0

10
8
.0
0

10
9
.0
0

11
0
.0
0

H
30

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
1
04
.
65

10
4.
5
1

10
6
.9
9

10
6.
9
4

10
9.
3
4

平
均

値
1
06
.
25

10
5.
8
9

10
4
.5
9

10
6.
9
0

10
6.
7
4

0.
00

5.
00

10
.
00

15
.
00

20
.
00

25
.
00

30
.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
2.

92
5.

65
8.
1
3

10
.5
4

1
2.
8
9

平
均

値
14
.
75

19
.7
8

14
.8
0

25
.2
0

2
7.
4
2

0.
00

0.
50

1.
00

1.
50

2.
00

2.
50

3.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
0.

00
0.

00
0.
0
0

0
.0
0

0.
00

平
均

値
0.

25
0.

44
0.
1
0

2
.0
2

2.
67

①
経

常
収

支
比

率
(
％

)

0.
00

1.
00

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

当
該

値
0
.0
0

0.
00

0.
00

0.
00

0
.0
0

平
均

値
0
.7
8

0.
83

0.
83

5.
30

6
.4
9

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

70
.
00

80
.
00

90
.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

当
該

値
61
.
59

5
5.
9
8

53
.6
6

62
.6
2

61
.3
4

平
均

値
67
.
20

6
1.
2
0

57
.6
0

72
.9
2

81
.1
9

0.
00

50
0.
0
0

1,
0
00
.
00

1,
5
00
.
00

2,
0
00
.
00

2,
5
00
.
00

H3
0

R
01

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
1,
8
94
.
95

1,
87
7
.9
3

1,
8
43
.
70

1,
93
7
.1
6

1,
91
7
.0
3

平
均

値
1,
0
23
.
34

1,
03
3
.6
0

1,
0
08
.
36

73
4
.4
7

72
0.
8
9

76
.
00

78
.
00

80
.
00

82
.
00

84
.
00

86
.
00

88
.
00

90
.
00

92
.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

当
該

値
81
.
78

8
1.
8
8

82
.3
5

81
.1
1

84
.5
6

平
均

値
82
.
26

8
5.
3
9

85
.6
7

90
.6
9

90
.5
0

13
0
.0
0

13
5
.0
0

14
0
.0
0

14
5
.0
0

15
0
.0
0

15
5
.0
0

16
0
.0
0

H
30

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

当
該

値
1
52
.
51

15
1.
9
7

14
9
.8
6

15
2.
4
6

14
6.
6
0

平
均

値
1
54
.
25

15
0.
9
6

14
6
.1
2

13
8.
5
2

13
8.
6
7

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

70
.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

当
該

値
-

-
-

-
-

平
均

値
64
.
51

6
6.
1
8

56
.3
9

59
.9
6

59
.9
0

87
.
00

88
.
00

89
.
00

90
.
00

91
.
00

92
.
00

93
.
00

94
.
00

95
.
00

H3
0

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

当
該

値
91
.
90

9
0.
6
1

90
.0
9

90
.4
4

90
.5
0

平
均

値
91
.
62

9
1.
8
7

91
.4
5

94
.2
7

94
.4
6

②
累

積
欠

損
金

比
率

(
％

)
③

流
動

比
率

(％
)

④
企

業
債

残
高

対
事

業
規
模

比
率

(
％

)

⑤
経

費
回

収
率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価
(
円

)
⑦

施
設

利
用

率
(
％

)
⑧

水
洗

化
率

(％
)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(
％

)
②

管
渠

老
朽

化
率

(
％

)
③

管
渠

改
善

率
(
％

)

【
1
06
.1
1】

【
3
.1
5】

【
73
.4
4】

【
6
52

.8
2】

【
95

.8
2】

【
59
.1
0】

【
1
38
.2
9】

【
97
.6
1】

【
39
.7
4】

【
7
.6
2】

【
0
.2

3】
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